


〈住宅防音工事の記入にあたってお読みください〉

１ この住宅防音工事希望届は、住宅防音工事に係る希望者を把握し、希望者に住宅防音事業
補助金交付申込書を配布するため、提出していただくものです。

２ 防音工事
（１）一挙防音工事
■初めて行う住宅防音工事です。
■世帯人員＋１居室までの居室を対象としています。なお、５居室が限度です。

（２）追加防音工事
■従前の新規防音工事（※）を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。
※初めて行う住宅防音工事で、２居室以内の居室を対象としていたものです。
■世帯人員＋１居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としていま
す。なお、５居室が限度です。

（３）防音区画改善工事
■バリアフリー対応住宅や身体障害者等（精神障害者等については対象外）が居住する住宅等
対象に行う住宅防音工事です。

■世帯人員が４人以下の場合は５居室まで、５人以上の場合は世帯人員＋１居室までの居室
を対象としています。

■一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から１０
年を経過した住宅が対象となります。

（４）外郭防音工事
■世帯人員にかかわらず、原則として、家屋全体を一つの区画とし、その外郭について実施
する住宅防音工事です。

■対象となる住宅は下記のとおりです。

８５Ｗ以上
(1) 防音工事を実施していない住宅（集合住宅場合は住戸。以下同じ。）
(2) 防音工事（一挙防音工事、新規防音工事、追加防音工事、防音区画改善工事）を実施し

ている住宅であって、以下の事項に該当する住宅。
ア 防音工事を実施していない居室がある住宅で、各防音工事が完了した日から１０年以
上経過しいる場合

イ 防音工事を実施していない居室がない住宅で、各防音工事が完了した日から１０年以
上経過している場合であって、原則として、防音建具機能復旧工事に併せて外郭防音
工事を実施する場合

７５Ｗ以上８５Ｗ未満
(1) 鉄筋コンクリート造系の集合住宅（以下「ＲＣ集合住宅」という。）であって、防音工

事を実施していない住宅
(2) 原則として一挙防音工事等と外郭防音工事を実施した住戸が混在しているＲＣ集合住宅

であって、単板プレスドアのように芯材を使用していない玄関建具が設置されている一
挙防音工事等を実施済みの住戸

３ 空気調和機器機能復旧工事
■住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から１０年を経過し、その機能の全部または一部を保持してい
ない空気調和機器が対象となります。

４ 防音建具機能復旧工事
■住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から１０年を経過し、その機能の全部または一部を保持してい
ない防音建具が対象となります。

５ 住宅防音工事希望届に記載された個人情報は、地方防衛局が作成する住宅防音工事希望者
名簿に業務の遂行上必要最小限の範囲内で記載されます。

６ 法令等の変更やその他の事情により、工事内容等が変更となる場合があります。
なお、ご不明な点は、沖縄防衛局へお問い合わせください。


